
設定状況 審査基準の名称 審査基準の公表状況 URL 未設定の場合の理由 設定状況 合計期間 未設定の場合の理由

 こども末来課  こども未来課  母体保護法
 第15条
第1項

 受胎調節実地指
導員の指定

 未設定     法令に基準あり  設定済み  14日  

 こども末来課  こども未来課  母体保護法
 第15条
第2項

 受胎調節実地指
導員講習会の認
定

 未設定     法令に基準あり  設定済み  30日  

 こども末来課  こども未来課  母体保護法施行令  第3条
 指定証の訂正交
付

 未設定     法令に基準あり  設定済み  14日  

 こども末来課  こども未来課  母体保護法施行令  第5条
 指定証及び標識
の再交付

 未設定     法令に基準あり  設定済み  14日  

 こども末来課  こども未来課  母子保健法
 第20条
第5項

 未熟児養育医療
機関の指定

 設定済み

 未熟児養育医療の実施
について
（昭和62年7月31日児発
第668号）

 申請者等の求めに応じ
て提示

   設定済み  30日  

県報告示手続きに要する日数を除く

 こども末来課  こども未来課  児童福祉法
 第20条
第1項

 結核児童療育の
給付

 設定済み

 結核にかかっている児
童に対する療育の給付
について
（昭和36年8月9日児発
第826号）

 申請者等の求めに応じ
て提示

   設定済み  14日  

 こども末来課  こども未来課  児童福祉法
 第20条
第5項

 結核児療育医療
機関の指定

 設定済み

 結核にかかっている児
童に対する療育の給付
について
（昭和36年8月9日児発
第826号）

 申請者等の求めに応じ
て提示

   設定済み  30日  

県報告示手続きに要する日数を除く

 こども末来課  こども未来課  社会福祉法
 第31条
第1項

 社会福祉法人の
定款の認可

 設定済み

 社会福祉法人の認可に
ついて
（平成27年8月5日　雇児
発第1号　社援第4号
老発第22号）
社会福祉法人の認可に
ついて
（平成12年12月1日　障
企第59号　社援企発第
35号　老計第52号　児
企第33号）

 申請者等の求めに応じ
て提示

   設定済み  90日  

 こども末来課  こども未来課  社会福祉法
 第45条
の36

 社会福祉法人の
定款変更の認可

 設定済み

 社会福祉法人の認可に
ついて
（平成27年8月5日　雇児
発第1号　社援第4号
老発第22号）
社会福祉法人の認可に
ついて
（平成12年12月1日　障
企第59号　社援企第35
号　老計第52号　児企
第33号）

 申請者等の求めに応じ
て提示

   設定済み  30日  

 こども末来課  こども未来課  社会福祉法
 第46条
第2項

 社会福祉法人の
解散の認可又は
認定

 未設定     法令に基準あり  2　未設定   

 こども末来課  こども未来課  社会福祉法
 第50条
第3項

 社会福祉法人の
吸収合併の認可

 未設定     先例なく設定困難  2　未設定   

 こども未来課  こども未来課  社会福祉法
 第55条
の2

 社会福祉充実計
画の承認

 設定済み

 社会福祉法第55条の2
の規定に基づく社会福
祉充実計画の承認等に
ついて
（平成29年1月24日付け
局長通知)

 申請者等の求めに応じ
て提示

   2　未設定   

 こども未来課  こども未来課  社会福祉法
 第55条
の3

 社会福祉充実計
画の変更の承認

 設定済み

 社会福祉法第55条の2
の規定に基づく社会福
祉充実計画の承認等に
ついて
（平成29年1月24日付け
局長通知)

 申請者等の求めに応じ
て提示

   2　未設定   

申請に対する処分に係る審査基準及び標準処理期間一覧（法令）

備　　考担当課
標準処理期間審査基準

許認可等の事項根拠条項法令名処分庁



設定状況 審査基準の名称 審査基準の公表状況 URL 未設定の場合の理由 設定状況 合計期間 未設定の場合の理由

申請に対する処分に係る審査基準及び標準処理期間一覧（法令）

備　　考担当課
標準処理期間審査基準

許認可等の事項根拠条項法令名処分庁

 こども未来課  こども未来課  社会福祉法
 第55条
の4

 社会福祉充実計
画の終了承認

 設定済み

 社会福祉法第55条の2
の規定に基づく社会福
祉充実計画の承認等に
ついて
（平成29年1月24日付け
局長通知)

 申請者等の求めに応じ
て提示

   2　未設定   

 こども末来課  こども未来課  学校教育法
 第4条
第1項

 私立学校の設置
廃止、設置者変更
等の認可

 設定済み

 学校法人の寄附行為及
び寄附行為の変更の認
可に関する審査基準（平
成19年文部科学省告示
第4１号）

 申請者等の求めに応じ
て提示

  
 1　設定済
み

  

 こども末来課  こども未来課  学校教育法
 第4条
第1項

 私立学校の収容
定員に係る学則変
更

 未設定     先例なく設定困難
 1　設定済
み

  

 こども末来課  こども未来課  私立学校法
 第30条
第1項

 学校法人の設立
（寄附行為の認
可）

 設定済み

 学校法人の寄附行為及
び寄附行為の変更の認
可に関する審査基準（平
成19年文部科学省告示
第4１号）
私立学校の施行につい
て（昭和25年3月14日文
管庶第66号）

 申請者等の求めに応じ
て提示

  
 1　設定済
み

  

 こども末来課  こども未来課  私立学校法
 第45条
1項

 学校法人の寄附
行為の変更

 設定済み

 学校法人の寄附行為及
び寄附行為の変更の認
可に関する審査基準（平
成19年文部科学省告示
第42号）
私立学校の施行につい
て（昭和25年3月14日文
管庶第66号）

 申請者等の求めに応じ
て提示

  
 1　設定済
み

  

 こども末来課  こども未来課  私立学校法
 第50条
2項

 学校法人の解散  未設定     先例なく設定困難
 1　設定済
み

  

 こども末来課  こども未来課  私立学校法
 第52条
2項

 学校法人の合併  未設定     先例なく設定困難
 1　設定済
み

  

 こども末来課  こども未来課  私立学校法
 第64条
6項

 学校法人の組織
変更

 未設定     先例なく設定困難
 1　設定済
み

  

 こども末来課  こども未来課  児童福祉法
 第18条
の10第
1項

 指定試験機関の
役員の選任及び解
任の認可

 未設定     法令に基準あり  2　未設定   

 こども末来課  こども未来課  児童福祉法

 第18条
の13第
1項前
段

 試験事務規程の
認可

 未設定    
 申請見込みなく設定
の実益なし

 2　未設定   

 こども末来課  こども未来課  児童福祉法
 第18条
の14

 指定試験機関の
事業計画、収支予
算の認可

 未設定     法令に基準あり  2　未設定   

 こども末来課  こども未来課  児童福祉法
 第18条
の18第
1項

 保育士の登録  未設定     法令に基準あり  2　未設定   

 こども末来課  こども未来課  児童福祉法施行令  第11条
 指定試験機関の
試験事務の休止
又は廃止の許可

 未設定     先例なく設定困難  2　未設定   

 こども末来課  こども未来課  児童福祉法施行規則
 第6条
の9第4
号

 保育士試験受験
資格の認定

 未設定     法令に基準あり  2　未設定   

 こども末来課  こども未来課  児童福祉法

 第18条
の11第
2項（準
用する

 保育試験委員の
選任及び解任の認
可

 未設定     法令に基準あり  2　未設定   

 こども末来課  こども未来課  児童福祉法

 第18条
の13第
1項後
段

 試験事務規程の
変更の認可

 未設定     その他  2　未設定   



設定状況 審査基準の名称 審査基準の公表状況 URL 未設定の場合の理由 設定状況 合計期間 未設定の場合の理由

申請に対する処分に係る審査基準及び標準処理期間一覧（法令）

備　　考担当課
標準処理期間審査基準

許認可等の事項根拠条項法令名処分庁

 こども末来課  こども未来課  児童福祉法
 第18条
の9第1
項

 保育士指定試験
機関の指定

 未設定     法令に基準あり  2　未設定   

 こども末来課  こども未来課
 就学前の子どもに関する教育、
保育等の総合的な提供の推進に
関する法律

 第17条
第１項

 幼保連携型こども
園の設置・廃止等
の認可

 未設定     法令に基準あり  2　未設定   

 こども末来課  こども未来課
 就学前の子どもに関する教育、
保育等の総合的な提供の推進に
関する法律

 第3条
第1項

 幼保連携型こども
園以外の設置・廃
止等の認可

 未設定     法令に基準あり  2　未設定   


